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第５節 環境と経済の好循環 
     ＜環境と経済が好循環する社会の構築＞ 
 
１ 環境保全型産業の育成 

 
 <現状と課題> 

  ○ 県民等の環境への関心が高まる中、事業者においては、事業活動に伴う環境

への負荷を自らが低減するための手法として、ＩＳＯ14001 などの環境マネジ

メントシステムの導入に取り組んでいることから、環境マネジメントシステム

に関する情報提供や認証取得に対する支援などにより、普及拡大を図る必要が

あります。 

○ 事業者においては、地域社会への貢献や地球環境に配慮した活動など社会的

責任（ＣＳＲ）に根ざした取組を進めていることから、商工団体等と連携して、

取組事例などの情報提供を行うことなどにより、事業者のＣＳＲ活動を一層促

進する必要があります。 

○ 環境に配慮した事業者の取組が事業者、県民双方にとってメリットを生み出

すよう、グリーン購入や社会的責任投資（ＳＲＩ）等の普及を促進する必要が

あります。 

○ 県では、脱石油・低炭素への対応が地域産業成長の鍵としてとらえ、新事業

創出関連支援策を積極的に展開しているところですが、低炭素社会の構築が世

界的な潮流となる中、今後更に、「低炭素ビジネス」分野への戦略的な取組が期

待されています。 

○ 県民等の環境問題に対する関心や消費者の安心、安全な食品に対するニーズ

の高まりなど、農林水産業においても、農薬、化学肥料の削減など、環境と調

和した生産活動が求められています。 

 

<施策の方向> 
 
(1) 環境に配慮した事業者の育成、拡大 

  事業活動は、環境に非常に大きな影響を与えることから、事業者には、法令遵

守はもちろん、地域社会への貢献や環境への配慮が求められています。このため、

環境マネジメントシステムの導入やＣＳＲの取組の普及などを促進し、環境に配

慮した事業者の育成に努めます。 

 

主な取組 内   容 

環境マネジメントシステムの普

及拡大 

・ ＩＳＯ14001やエコアクション21などの環境マ

ネジメントシステムの情報提供や普及・啓発に
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 努めます。 

・ 環境マネジメントシステムの認証取得につい

て、環境保全資金融資制度による支援を行いま

す。 

・ 製品の製造、流通、使用、廃棄にわたるライフ

サイクルにおける環境負荷を評価するライフサ

イクル・アセスメント（ＬＣＡ）や環境に適合

した製品の開発・製造のための環境配慮設計の

普及に努めます。 

・ 物品調達や公共事業の事業者選定の際に、事業

者の環境配慮の取組を評価する仕組みの検討に

努めます。 

事業者の社会的責任活動の普及 

 

・ 商工関係団体等と連携し、事業者に対してＣＳ

Ｒの取組事例の情報提供などに努め、ＣＳＲ活

動の一層の促進に努めます。 

・ 環境報告書や環境会計など、事業者自らの環境

情報の公表の取組を促進します。 

・ 環境保全資金融資制度などにより、中小事業者

等の公害防止施設や環境保全施設の整備に必要

な資金の支援を行います。 

・ 中小事業者等の環境負荷の低減、生産工程の改

善などを促進するため、経営や技術の専門家の

派遣などの支援に努めます。 

環境保全を志向した消費行動、投

資行動の促進 

 

・ グリーン購入やエコマーク商品等の普及や優先

的な購入の意識啓発に努めます。 

・ 国等と連携して、社会的責任投資（ＳＲＩ）や

環境配慮契約の普及啓発、意識の醸成に努めま

す。 

 

○環境指標 

項  目 現  状 目  標 備  考 

ＩＳＯ14001 適合組織件

数 

148 件 

(H20) 

適合組織の増加に

努める。 

 

環境保全資金融資制度利

用件数 

 ３件 

(H19) 

前年度より増加 
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(2) 環境産業の創出と育成 

  低炭素社会の構築が世界的な潮流となる中、電気自動車（ＥＶ）や太陽光発電

に代表される「低炭素社会実現に向けたエネルギー技術」など、環境や新エネル

ギーに関する技術革新や環境ビジネスについての情報提供、研究開発への支援等

を積極的に展開し、環境関連産業の振興を図ります。 

 

主な取組 内   容 

環境関連ビジネスの創出、起業化

支援 

 

・ 「えひめ先進環境ビジネス研究会」の活動を通

じ、先進環境ビジネスに関する情報の収集・提

供、ビジネス化に向けた事業者の活動等を支援

します。 

・ 低炭素をキーワードとした新たな製品・サービ

スとして、「ＣＯ２排出ゼロビジネス」の育成や

「ＣＯ２が見える」ものづくりの推進を図りま

す。 

・ 財団法人えひめ産業振興財団等と連携し、中小

企業者等の環境に適合した新商品開発や新たな

事業展開に対する支援に努めます。 

環境保全に関する研究開発の支

援 

 

・ 事業者が行う環境関連の技術開発に対する支援

に努めます。 

・ 愛媛県産業技術研究所など県の試験研究機関に

おいて、ガソリン車を電気自動車に改造する「コ

ンバートＥＶ」や沿岸漁業用漁船の電動化コン

バート技術など、環境関連の技術開発を積極的

に進めるとともに、研究成果の実用化、普及に

努めます。 

・ みかん搾汁残さを原料としたバイオエタノール

効率的製造技術の開発を推進するとともに、バ

イオ燃料の普及のための支援に努めます。 

・ 事業者、大学、県の試験研究機関など、産学官

における環境関連技術の共同研究の促進に努め

ます。 
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○環境指標 

項  目 現  状 目  標 備  考 

環境関連試験研究課題数 

 

36 件 

(H21) 

課題数の維持に努

める。 

 

 
 

愛媛県内における先進環境ビジネス推進の取組体制（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 環境保全型農林水産業の推進 

  県民等の環境問題に対する関心が高まる中で、農林水産業においても環境と調

和のとれた生産活動の展開や環境への負荷を軽減する持続可能な農林水産業の推

進に努める必要があります。 

 

主な取組 内   容 

環境と調和した農業の推進 

 

・ 化学肥料や農薬の使用量の削減など、環境への

負荷を低減するための技術の確立、普及指導に

努め、環境に配慮した農業者の育成、農産物の

生産拡大に努めます。 

・ 家畜排せつ物や食品加工残さ等の有機性未利用

【資料】愛媛県産業創出課 

※ チームえびすとは、本県独自の中小企業支援体制である「え
ひめビジネスサポートネットワーク」の通称。（財団法人えひ
め産業振興財団をはじめとした「チームえびす支援拠点」と
各地の商工会や大学など「チームえびすパートナー機関」で
組織） 
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資源を活用したたい肥等の農業分野での再利用

を促進し、資源循環型農業のシステム構築に努

めます。 

・ 農業用廃プラスチックなどの農業生産資材の適

正処理を推進します。 

環境と調和した林業の推進 

 

・ 計画的な間伐などにより、持続可能な森林の管

理に努めます。 

・ 森林整備の担い手となる林業従事者の確保、育

成に努めます。 

・ 県産木材のブランド化の推進や木造住宅への利

用拡大の促進など、県産木材の利用拡大に努め

ます。 

・ 未利用間伐材等の木質バイオマス資源としての

利用促進に努めます。 

・ 生態系や景観に配慮した林道等の林業基盤整備

を進めます。 

環境と調和した漁業の推進 

 

・ 生態系に配慮した豊かな漁場づくりを推進する

ため、藻場や干潟の保全と再生に努めます。 

・ 漁場環境の監視を継続するとともに、えひめ漁

民の森づくりなどの活動の推進に努めます。 

・ 漁業系廃棄物の適正な処理や循環的な利用を促

進します。 

 

○環境指標 

項  目 現  状 目  標 備  考 

エコファーマー取組面積 

 

908ha 

(H20) 

1,200ha 

(H22) 

愛媛県環境保全型農業

推進基本方針 

有機農業取組面積 

 

365ha 

(H20) 

570ha 

(H22) 

同上 

飼料化された食品残さ（エコ

フィード）生産量 

7,140ｔ 

   (H21) 

前年度から増加  

農業用廃プラスチックの再

生処理率 

79.6％ 

(H20) 

100％ 

(H24) 

 

木質ペレット県内年間 

生産量 

600ｔ 

(H20) 

3,000ｔ 

  (H26) 
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漁場改善計画の認定率 

 

94.7％ 

(H21) 

100％ 

(H26) 

 

 

環境配慮型農業技術の事例 

【環境配慮型農業技術の事例】 
○畜産農家から家畜排せつ物を活用したたい肥の 

供給を受けて土づくり（左上） 

○合鴨で米づくり（右上） 

○ナギナタガヤ倒伏により地表面を被覆（左下） 

【資料】愛媛県農産園芸課 
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２ 環境影響評価の推進 

 
 <現状と課題> 

  ○ 環境影響評価（環境アセスメント）制度は、規模が大きく環境に著しい影響

を及ぼすおそれがある事業の実施に際し、事業者自らがあらかじめ地域の環境

について、調査、予測及び評価を行い、その結果を公表し、広く県民等の意見

を聴きながら、環境保全の観点から適正な配慮を行うことにより、環境と開発

の調和を図るものです。 

○ 県では、平成９年６月の環境影響評価法の制定に伴い、同法で対象外とされ

た事業について、県独自の環境影響評価制度を確立するため、平成 11 年３月に

愛媛県環境影響評価条例を制定して環境影響の評価に取り組んでいます。 

○ 県では、これまで、環境影響評価法に基づく対象事業５件、愛媛県環境影響

評価条例に基づく対象事業６件について審査を行っていますが、今後とも、科

学的な知見の蓄積を進めるなど、適正な運用に努める必要があります。 

○ 国では、平成 19 年４月に「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」（平

成 19 年４月５日付け環境省通知）を取りまとめ、事業の位置・規模等の検討段

階において環境への影響を評価する制度の導入を検討していることから、今後、

県においても検討を進める必要があります。 

  ○ 県では、交通対策、産業振興、農業振興及び都市整備など、県政の各分野に

おいて個別計画や指針を策定し、計画的に施策を推進していますが、これら計

画等の策定に当たっては、環境に配慮した施策や取組の導入について、積極的

に検討することが望まれます。 

 
<施策の方向> 

 
(1) 環境影響評価の推進 

  環境影響評価制度等の適切な運用を推進し、大規模事業等において、適正な環

境配慮の措置を行い、環境悪化を未然に防止して、開発と環境保全との調整に努

めます。 
 

主な取組 内   容 

環境影響評価の適正な実施 

 

・ 環境影響評価法や愛媛県環境影響評価条例に基

づく環境影響評価手続の的確な運用を図りま

す。 

・ 国の戦略的環境アセスメント導入ガイドライン

を踏まえ、県における戦略的環境アセスメント

のあり方の検討を行います。 
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・ 公有水面埋立法（大正 10 年４月９日法律第 57

号）、大規模小売店舗立地法（平成 10 年６月３

日法律第 91 号）等に基づく、適正な環境影響評

価等に努めます。 

環境に配慮した公共事業等の推

進 

 

・ 県政の各分野での個別計画や指針の策定に当た

っては、環境に配慮した施策や取組の導入につ

いて、積極的に検討を行います。 

・ 公共工事の実施に当たっては、木材やリサイク

ル資材の積極的な利用に努めるとともに、自然

景観の保全など、環境に配慮した工事等に努め

ます。 

 
○環境指標 

項  目 現  状 目  標 備  考 

県環境影響評価審査会の

審査案件数 

６件 

(H20) 

対象案件の審査の

適宜実施 

 

公有水面埋立法、大規模小売

店舗立地法等に基づく環境

審査件数 

30 件 

(H20) 

対象案件の審査の

適宜実施 

 

 
表７ 愛媛県環境影響評価条例の対象事業及び規模要件 

 

 

 

 

 

 

 

 


